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　新型コロナウイルス感染症関連の各種制度・支
援等をお知らせします。
　対象者や条件が限られますので、詳しくは各担
当課までお問い合わせください。

個人・世帯に対する支援

新型コロナウイルス感染症関連情報

生活を支えるための支援
（令和２年６月 17 日現在）

支援の
種類 支援の名称・内容など 対象・条件など

※詳細は各窓口にお電話でお問い合わせください 窓口・問い合わせ先

その他
の支援

◎転入、転居等の異動届出
◎異動に伴うマイナンバー
　カード継続利用の手続き
規定の期間を過ぎても通常通
り手続きします。詳細は市民
課にお問い合わせください。

対象者
◎転入、転居などを行う方
◎マイナンバーカードをお持ちで、住所な

どを異動する方

市民課　 ２階 
　（２３）８７５２ 
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

税金・
保険料

軽自動車税（環境性能割）の
臨時的軽減措置の延長
環境性能割の税率を１% 軽減
する特例措置を令和３年３月
31 日まで延長します。

軽減対象者
令和３年３月 31 日までに取得価格 50 万円
を超える自家用軽乗用車を取得した方
※国の税制改正に基づきますので、最新の情

報は国のホームページをご確認ください。

税務課　 ２階
　（２３）８７８５
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

税金・
保険料

徴収猶予の特例制度（市税・
国民健康保険税）
申請により市税・国保税の徴
収の猶予を受けられる場合が
あります。詳細は収納対策課
にお問い合わせください。

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により事
業等に係る収入に相当の減少があった納税
者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は
問わず）
注意事項
市税・国保税の徴収猶予を受ける場合は納
期限までに申請が必要です。

収納対策課　 ２階
　（２３）８７０３ 
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分 
毎週㊌ 延長窓口
午後５時15 分～
午後７時

補助金・
給付金

国民健康保険傷病手当金
新型コロナウイルス感染症の
感染者などに対し、傷病手当
金を給付します。詳細は国保
年金課にお問い合わせくださ
い。

対象者
国民健康保険被保険者のうち、被用者で新
型コロナウイルス感染症に感染するなどし
た方
支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して３日
を経過した日から就労ができなくなった期
間のうち、就労を予定していた期間

国保年金課 　２階 
　（２３）８８５７
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

税金・
保険料

（国民
  年金）

国民年金保険料の学生納付
特例申請における手続きの
特例
新型コロナウィルス感染症の
影響により学生証の発行が遅
延し学生証が無い場合でも、
学生納付特例申請をすること
ができます。詳細は国保年金
課にお問い合わせください。

注意事項
・郵送での申請も対応しますので、右記ま

でご連絡ください。
・学生納付特例申請が２年目以降の場合、

ターンアラウンド申請用の返信用はがき
が日本年金機構より送付されている場合
があります。その方は、学生証の写しは必
要としないため、必要事項を記入・目隠し
シールを貼付し返信してください。

国保年金課 　２階 
　（２３）８８５７
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

税金・
保険料

（国民
  年金）

国民年金保険料の学生納付
特例申請
学生を対象とした国民年金保
険料の納付免除制度です。詳
細は国保年金課にお問い合わ
せください。

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により収
入が減少した学生で、令和２年２月以降の
所得状況から当年中の所得見込額が国民年
金保険料学生納付特例基準相当になること
が見込まれる方
対象期間
◎令和２年２月分から令和２年３月分
◎令和２年４月分から令和３年３月分

国保年金課 　２階 
　（２３）８８５７
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

本

本

本

本

本

本
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支援の
種類 支援の名称・内容など 対象・条件など

※詳細は各窓口にお電話でお問い合わせください 窓口・問い合わせ先

税金・
保険料

（国民
  年金）

国民年金保険料の特例申請
一般の方を対象とした国民年
金保険料の納付免除制度で
す。詳細は国保年金課にお問
い合わせください。

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により収
入が減少した方で、令和２年２月以降の所
得状況から当年中の所得見込額が国民年金
保険料免除基準相当になることが見込まれ
る方（本人・配偶者・世帯主）
対象期間
令和２年２月分から６月分まで（令和２年７
月分以降は改めて申請が必要）

国保年金課 　２階 
　（２３）８８５７
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

税金・
保険料

国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料の減免
詳細は本紙 14 ページ「新型コ
ロナウイルス感染症の影響に
よる国民健康保険税の減免に
ついて」をご覧ください。

対象世帯・条件等
◎新型コロナウイルス感染症により主たる

生計維持者が死亡し、または重篤な傷病
を負った世帯

◎新型コロナウイルス感染症の影響により
主たる生計維持者の事業収入等が前年よ
り 30％以上減少し、一定の要件を満たす
世帯

国保年金課 　２階 
　（２３）１１２０
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

税金・
保険料

介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の
影響などで主たる生計維持者
の収入が減少した第一号被保
険者に対し、申請に基づき介
護保険料を減免します。詳細
は高齢者幸福課にお問い合わ
せください。

対象者
① 属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、

または重篤な傷病を負った方
② 主たる生計維持者の事業収入等の減少が

見込まれ、次のⅰおよびⅱに該当する方
ⅰ事業収入等の減少額（補填等された金額を控

除した額）が、前年の当該事業収入等の額の
10 分の３以上であること

ⅱ減少することが見込まれる事業収入以外の
前年度の所得の合計額が 400 万円以下であ
ること

高齢者幸福課　 ３階 
　（２３）８６７８ 
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

補助金・
給付金

令和２年度子育て世帯への
臨時特別給付金（国の給付）
児童１人あたり１万円を給付
します。※申請不要（公務員を
除く）

支給対象者
児童手当（本則給付）の令和２年４月分（３月
分を含む）の対象となる児童
受給権者
支給対象者に係る児童手当の受給権者

子ども幸福課　 ３階 
　（２３）８９３２ 
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

補助金・
給付金

子育て世帯への臨時特別給
付金（市の独自給付）
児童１人あたり１万円を給付
します。※申請不要（上段の国
の臨時特別給付金申請を行っ
た公務員を含む）

支給対象者
国の「令和２年度子育て世帯への臨時特別給
付金」の支給対象となる児童
受給権者
国の「令和２年度子育て世帯への臨時特別給
付金」の受給権者

子ども幸福課 　３階 
　（２３）８９３２ 
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

補助金・
給付金

ひとり親世帯臨時特別給付金
【１】

児童扶養手当受給世帯１世帯
につき５万円、第２子以降１
人につき３万円を給付しま
す。

【２】
収入が減少した児童扶養手当
受給世帯１世帯につき５万円
を給付します。

【１】支給対象者・受給権者
① 令和２年６月分の児童扶養手当の支給を

受けている方（申請不要）
② 公的年金等の受給により児童扶養手当の

支給を受けていない方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が児童扶養手当の対象となる水準に
下がった方

【２】支給対象者・受給権者
前述の①②のうち、新型コロナウイルス感染
症の影響により収入が大きく減少している
と申し出のあった方

子ども幸福課 　３階 
　（２３）８９３２ 
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

本

本

本

本

本

本
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湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県立県北体育館本本庁舎（新庁舎）

支援の
種類 支援の名称・内容など 対象・条件など

※詳細は各窓口にお電話でお問い合わせください 窓口・問い合わせ先

補助金・
給付金

特別定額給付金
給付対象者１人あたり10万円
を給付します。
詳細は本紙12 ページ「特別定
額給付金の申請はお済みです
か」をご覧ください。

給付対象者
令和２年４月27日時点で住民基本台帳に記
録されている方
受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主（申請書は
５月 13 日に発送済です）
申請受付期限　令和２年８月20日㊍
注意事項
口座振込のお知らせは送付しておりません。
通帳を記帳してご確認ください。

政策推進課 　６階
　（５３）７１５０
土日・祝日を除く
午前９時～午後５時

相談 生活困窮者自立相談支援事業
生活・仕事の困りごとなどに
ついて専門の相談員が話を伺
い、その方に合った支援を行
います。相談は無料です。
※電話予約優先。本所でのみ受付。

対象者
生活が苦しい方、生活のことでお困りの方

《相談例》
・収入が減って家計が苦しい
・公共料金に滞納がある
・失業して家賃が支払えない
・債務の返済で困っている　など

大田原市社会福祉協議会
【本所】

　（２３）１１３０
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後４時

融資・
貸付

緊急小口資金の貸付
（休業された方向け）

緊急かつ一時的に生活の維持
が困難となった場合に、無利
子・保証人不要で少額の費用
の貸付を行います。詳しくは
大田原市社会福祉協議会（本
所・各支所）にお問い合わせ
ください。
※要電話予約。

対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要とす
る世帯
貸付上限　10万円以内
※次のいずれかに該当する世帯は 20万円以内
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者

等がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が４人以上いるとき
・世帯員に休業した小学校等に通う子等の世話を行

うことが必要となった労働者がいるとき
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、

収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・特に資金の貸付需要があると認められるとき
据置期間　１年以内
償還期限　据置期間経過後２年以内

大田原市社会福祉協議会
【本所】

　（２３）１１３０
【湯津上支所】

　（９８）３７１５
【黒羽支所】

　（５４）１８４９
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後４時

融資・
貸付

総合支援資金の貸付
（失業された方等向け）

生活再建までの間に必要な生
活費用の貸付を、無利子・保
証人不要で行います。貸付要
件がありますので、詳しくは
大田原市社会福祉協議会（本
所・各支所）にお問い合わせ
ください。　※要電話予約。

対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限
◎２人以上世帯　月 20万円以内
◎単身世帯　月15 万円以内
貸付期間　原則３月以内
据置期間　１年以内
償還期限　据置期間経過後10 年以内

大田原市社会福祉協議会
【本所】

　（２３）１１３０
【湯津上支所】

　（９８）３７１５
【黒羽支所】

　（５４）１８４９
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後４時

補助金・
給付金

住居確保給付金
就職にむけた活動をすること
などを条件に、一定期間、家
賃相当額を自治体から家主に
支給します。給付要件があり
ますので、詳しくは大田原市
社会福祉協議会（本所）にお問
い合わせください。
※要電話予約。本所でのみ受付。

給付対象者・要件
①～④すべてに該当する方
①離職・廃業から２年以内または本人の責
　によらない休業等により収入を得る機会
　が減少している方。
②資産が一定額以内かつ、収入基準額を超
　える収入がない方
③世帯生計を主として維持していた方
④ハローワークに求職申し込みをする方
給付額　右記までお問い合わせください。

大田原市社会福祉協議会
【本所】

　（２３）１１３０
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後４時

本
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支援の
種類 支援の名称・内容など 対象・条件など

※詳細は各窓口にお電話でお問い合わせください 窓口・問い合わせ先

税金・
保険料

中小企業者等が所有する償
却資産・事業用家屋に係る
固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある中小企
業者に対して令和３年度（来
年度）課税分の償却資産・事
業用家屋に係る固定資産税お
よび都市計画税の課税標準額
を１/ ２またはゼロとします。

対象事業者
令和２年２月～ 10月までの任意の連続す
る３か月間の売上が前年の同期間と比較し
30％以上減少している中小企業者など
※国の税制改正に基づきますので、最新の情報

は国などのホームページをご確認ください。

税務課 　２階
　（２３）８８６４
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

税金・
保険料

生産性革命の実現に向けた
固定資産税の特例措置の拡充
厳しい経営環境下においても
新規に設備投資を行う中小事
業者等を支援するため固定資
産税の課税標準額をゼロとす
る特例措置の対象資産に構築
物と事業用家屋を加えます。

対象事業者
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企
業者など
対象資産
先端設備等導入計画に位置付けられた、機
械および装置・構築物・事業用家屋
※国の税制改正に基づきますので、最新の情報

は国などのホームページをご確認ください。

税務課 　２階
　（２３）８８６４
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

補助金・
給付金

新型コロナウイルス感染拡
大防止協力金
交付対象一事業者あたり10
万円を支給します。

対象事業者
市内において施設を営み、栃木県新型コロ
ナウイルス感染拡大防止協力金の支給決定
を受けている事業者
給付額
一事業者あたり10 万円

商工観光課 　４階
　（２３）８７０９
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

融資・
貸付

新型コロナウイルス感染症
対策中小企業緊急小口資金
制度
事業継続のために必要な小口
資金の貸付を行います。

対象事業者・条件などの詳細については商
工観光課までお問い合わせください。

商工観光課 　４階 
　（２３）８７０９
土日・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

補助金・
給付金

持続化給付金
感染症拡大により、営業自粛
などにより大きな影響を受け
る中小法人・個人事業者に対
し、事業全般に広く使える給
付金を支給します。

対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響等により、
ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少
している事業者
※その他、条件がありますので、詳細は持　
　続化給付金事業コールセンターにお問い
　合わせください。
給付額
①中小法人等　上限 200 万円
②個人事業者等　上限100 万円

持続化給付金事業
コールセンター 
　０１２０（１１５）５７０
土を除く日～金
午前８時 30 分～
午後７時
※８月以降
午前８時 30 分～
午後５時

中小企業・個人事業主に対する支援

★毎月実施している『市民無料法律相談』・『広域無料法律相談』・『人権相談』では、新型コロナウイルス感染
　症に関連した相談も受け付けています。

本

本

本

本

相談窓口 日　時 場　所 問い合わせ

人
権
相
談

大田原地区 ７月20日㊊　午前９時30分～正午 市総合文化会館

総務課 　６階
　（２３）１１１１
土・祝日を除く
午前８時 30 分～
午後５時15 分

湯津上地区 ７月１日㊌　午後１時～４時 佐良土多目的交流センター
黒羽地区 ７月14日㊋　午前９時30分～正午 黒羽・川西地区公民館

広域無料法律相談（要予約）７月９日㊍　午後１時30分～４時40分（予約受付：７月２日㊍～８日㊌）
トコトコ大田原３階
市民交流センター市民無料法律相談（要予約）

※弁護士の指定、同じ質問での　
　複数回相談はできません。

７月22日㊌　午後１時30分～４時
（予約受付：７月15日㊌～21日㊍）

本
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